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「B.1.1.529 系統（オミクロン株）が主流である間の当該株の特徴を踏まえた 
感染者の発⽣場所毎の濃厚接触者の特定及び⾏動制限並びに積極的疫学調査の 
実施について」（令和４年３⽉ 16 ⽇）の改正に伴う再周知のお願い 
 
 
新型コロナウイルス感染症対策に関して、３⽉ 22 ⽇付けで、厚⽣労働省から発出された事務連絡
「B.1.1.529 系統（オミクロン株）が主流である間の当該株の特徴を踏まえた感染者の発⽣場所
毎の濃厚接触者の特定及び⾏動制限並びに積極的疫学調査の実施について」（令和４年３⽉ 16 ⽇）
の周知をお願いしたところですが、別添１のとおり、７⽉ 22 ⽇付で⼀部改正されております。 
上記事務連絡では、濃厚接触者の待機期間について、７⽇間から５⽇間に変更し、社会機能維持
者であるか否かに関わらず抗原定性検査キットを⽤いた検査で２⽇⽬及び３⽇⽬に陰性を確認し
た場合は、３⽇⽬に解除することなどとされています。 
 
また、別添２のとおり、同⽇付で、厚労省より、「オミクロン株の BA.5 系統への置き換わりを⾒
据えた感染拡⼤に対応するための医療機関・保健所の負担軽減等について」が発出されました。 
上記事務連絡では、濃厚接触者の特定・⾏動制限をハイリスク施設に重点化することの徹底、療
養期間⼜は待機期間解除後に職場等で勤務を開始するに当たって職場等に PCR 検査や抗原定性検
査キット等による陰性証明等を提出する必要はないことの再徹底、保健所等における療養証明書
の申請受付を⼀時中⽌し感染状況に応じて再開として差し⽀えないことなどをお⽰ししておりま
す。 
 
別添１及び別添２について会員企業への周知をお願いいたします。 
（別添１）「B.1.1.529 系統（オミクロン株）が主流である間の当該株の特徴を踏まえた感染者の
発⽣場所毎の濃厚接触者の特定及び⾏動制限並びに積極的疫学調査の実施について」（令和４年３
⽉ 16 ⽇（令和４年７⽉ 22 ⽇⼀部改正）） 
 https://www.mhlw.go.jp/content/000968056.pdf 
 
（別添２）オミクロン株の BA.5 系統への置き換わりを⾒据えた感染拡⼤に対応するための医療
機関・保健所の負担軽減等について 
 https://www.mhlw.go.jp/content/000968058.pdf 
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